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２Ｆ０７ 
適切に設計された環境規制とイノベーションに関する考察 

－欧州の化学品規制が企業に及ぼす影響の事例分析－ 
 

○正木啓仁（一橋大学 イノベーションマネジメント・政策プログラム） 
 
１．はじめに 
環境規制とイノベーションの分野では「適切に設計された環境規制は、企業の国際競争力を強化させる」
というポーター仮説が広く知られている。ポーター仮説を化学品規制分野に適用すると理論的には代替
物質の存在しない化学物質の製造や輸入を禁止すると、企業に新製品及び技術開発の機会が顕在化し、
規制された地域の企業は結果的に競争力を得る可能性が考えられる。本研究ではどのような環境規制が
適切に設計されたものか、という点に注目し、ステークホルダーが規制対象物質の選定に影響を及ぼす
環境規制の例として欧州における REACH 規則を取り上げ、どのような国が規制対象に影響及ぼしてい
たのか、企業にどのような影響あったか、イノベーションを誘発するための適切なデザインがなされて
いるか考察したい。 
 
２．先行研究 
ポーター仮説では様々な実験および理論的な研究から規制が環境イノベーション誘発に重要な要因で
あることを指摘してきた[1]。その主なロジックは環境規制によって①外国企業を不利に国内企業を有利
にできる、②企業は組織の失敗に基づく非効率的な資源利用を再構築する機会を得る、③企業は生産性
が高く汚染物質の排出量が少ない生産設備を導入できる、④企業は R&D 活動に取り組むことで技術革
新を実現できる、ことが指摘されている[2]。例えば、環境規制により R&D 費が増加し、特許取得件数
が増加したという研究[3]や環境規制をきっかけとして生産プロセスを変更することでパフォーマンス
が改善した事例[4]が知られている。またポーター仮説に関するレビューも行われている[5]。 
 
欧州の化学物質管理規制である REACH 規則に関しては、制度全般がレギュラトリープッシュ及びレギ
ュラトリープルの観点から企業に対して一定の環境イノベーションへの行動インセンティブを付与す
るようなデザインであったことが指摘されている[6]。REACH 規則はステークホルダーの意見が政策プ
ロセスに反映される画期的な政策であり 2008 年に施行され、すでに複数の物質が規制対象物質に指定
され、欧州域内での使用が禁止され始めている[7]。理論的には「規制のハードルが高く、代替品もなく、
社会が必要する製品」に関してはイノベーションを誘発する可能性が高い。例えばモントリオール議定
書および米国排ガス規制法によってフロンが禁止された際には、結果的に環境負荷が小さく、効率的な
代替技術が開発された[8][9]。REACH 規則においても適切に規制対象が選定されていればイノベーシ
ョンを誘発している可能性があるが、ステークホルダーによって恣意的に規制対象物質が選ばれている
事例が報告されている[10][11]。仮にすでに代替品・代替技術が存在する物質を規制したとすると、事
業者は段階的に代替品・代替技術に移行するだけであり、革新的なイノベーションは誘発しないと考え
られる。しかしながら制度全体の対象物質についてイノベーション創出の観点から包括的な実証研究は
行われていないのが現状である。 
 
 
３．欧州における REACH 規則 
３．１ REACH 規則の概要 
REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals )とは 2007 年 6 月 1
日に発効した欧州圏内の総合的な化学物質管理の制度である[12]。あらゆる物質を 1 t/year 以上に生産
または輸入する場合は情報を登録する義務とする「登録（Registration）」、提出されたハザード・暴露
情報に基づいてリスクを検討する「評価（Evaluation）」、評価の結果、物質の懸念に応じて規制する「認
可（Authorization）」、「制限（Restriction）」という仕組みがある。REACH 規則の主な目的と特徴は
以下のとおり[12][13]。 
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【目的】 
REACH 規則 第１条 
本規則の目的は、物質の有害性評価のための代替手法の促進を含む、人の健康及び環境の高レベルの保
護並びに域内市場における物質の自由な流通とともに競争力と革新の強化を確保することにある。 
 
【特徴】 
・欧州域内で化学物質の製造・販売を行うには、登録が必要（No Data no market） 
・サプライチェーン間で化学物質に関する情報伝達の義務 
・規制（製造輸入禁止）対象物質は欧州加盟国（または欧州化学品庁：ECHA）が提案する 
・科学的不確実性については、「予防原則（Precautional statement）」を援用する 
 
３．２ REACH 規則の規制対象物質の決定方法、認可リスト登録のプロセス 
化学物質の規制を行う場合、その化学物質の危険性（ハザード）と人や環境への暴露量を考慮して、科
学的な根拠から管理することが一般的である。国連の目標 WSSD2020[14]でも「予防的取組方法
（precautionary approach）に留意しつつ、透明性のある科学的根拠に基づくリスク評価手順と科学的
根拠に基づくリスク管理手順を用いて、化学物質が、人の健康と環境にもたらす著しい悪影響を最小化
する」ことが記されている。しかしながら REACH 規則では欧州加盟国によって特定の化学物質の規制
化の提案がなされる、という手法が採用されている。ある一定の危険有害性（発がん性、変異原性、難
分解性、など）を示す化学物質であれば、どのような物質でも規制化の提案が可能である。欧州委員会
の調査では、上記の性質を示す物質は当初約 1,500 物質程度あると推定されていた[15]。図１に規制候
補物質の決定プロセスを示す[16]。最初に欧州加盟国から規制候補の物質が選定され、加盟国からの反
対がなければ高懸念物質（SVHC: Substance of Very High Concern）の候補物質として登録される。
決定のプロセスでは全編にわたってステークホルダー（産業界、市民団体など）からのコメントを経な
がらプロセスが進行する。その後、欧州化学品庁からの推奨を受けて欧州委員会で認可リストへの登録
がなされる。認可リストに登録された物質は原則、欧州域内での使用が禁止される。認可リストの物質
を使用する場合には対象物質のリスクが適切に管理されているか、代替品・技術がないか、社会経済的
な便益が使用しない場合と比べて上回っているか、などが精査される。 
 

 
図１ REACH 規則の規制物質決定プロセス 

 
４．REACH 規則の認可リストの登録・認可申請の実施状況 
４．１認可リストに登録された物質の各国からの提案数と企業からの認可使用申請の現状 
ここでは認可リストに登録された物資がどの欧州加盟国から提案されていたのかを取り上げる。2020
年 9 月現在欧州域内で使用禁止の効力が発揮されている認可リストの物質は 40 種。認可リストに登録
された物質を提案している加盟国はごく少数に限られ、全加盟国 31 ヵ国中 9 ヵ国（29%）のみであっ
た（図２）。特にドイツとフランスの影響力が大きく、これは生産高ベースでみた各国の化学産業の規
模ともある程度一致する。一方でオーストリア、スウェーデン、デンマークなどの小国は、産業規模自
体は小さいが REACH 規則の制定議論の初期から参画しており関心が高い国として知られている[17]。
また、認可リストの中で欧州域内での使用が出来なくなる期限後でも使用を試みる認可申請の有無を調
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べたところ全体の約 40%の物質には認可申請が行われていなかった。認可申請した事業者数が 5 以下の
物質も含めると登録物質全体の 75%を占めていた。10 以上の使用認可申請を受けている物質は 7 物質
に限られた（HBCDD, DEHP, TCE, Chromium trioxide, Sodium dichromate, EDC, Strontium 
chromate）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図１ 提案国と事業者からの認可申請数      図２ 各国の事業者からの認可申請件数 
 
４．２ 認可申請を行った事業者の所在地 
認可申請を行った事業者がどの欧州加盟国に所在していたのかを取り上げる。2020 年 9 月現在、認可
申請を行った事業者の総件数は 222 件（図２）。ドイツ、フランス、イタリア、イギリスなどの化学産
業の規模が大きい国からの申請が大半を占めていた。また、規制候補への提案を行った国の自国内から
の申請はドイツとフランス、スウェーデンに限られた。オーストリア、デンマーク、オランダ、ポーラ
ンド、スロバキア、スペインからの提案物質に対してはそれぞれ自国からの認可申請はなかった。 
 
４．３ 認可申請数の多い物質の認可申請理由 
さらに認可申請数の多かった３つの物質（HBCDD、DEHP、chromium trioxide）をとりあげ、その認
可申請理由を事例として取り上げる。HBCDD は臭素系難燃剤として電子機器、建築材などに使用され
ていたが毒性が問題となり世界的に規制が進んでいる中でスウェーデンから登録の提案がされた。事業
者からの認可申請の主な理由としては、建築用難燃性発泡ポリスチレンに使用しており、すでに Dow 
Chemical 社が開発した代替品が存在するが供給量が十分ではないことを挙げていた。DEHP はプラス
チックの可塑剤として必要不可欠な物質であり軟質塩化ビニールに含まれているが、スウェーデンから
登録の提案がされた。事業者からの認可申請の主な理由としては、代替品はあるが航空業界用途の製品
には高い安全性が要求されテストや認証に時間がかることやリサイクル材に DEHP が含まれるため取
り扱いを避けられないこと、などが挙げられた。Chromium trioxide は製品表面にクロムコーティング
することで耐食性や耐熱性など付加できるため多くの工業用製品に使用されている。しかし重金属毒性
が問題となり世界的に規制が進んでいる物質でありドイツから登録の提案がされた。事業者からの認可
申請の主な理由としては、同程度の代替品はあるが工業スケールでの実証経験がないこと、航空宇宙産
業などに要求される製品の基準が非常に高いこと、などが挙げられた。 
 
５．考察 
認可リストへ登録された物質の提案は特定の国に偏っていた。事業者からの認可申請がされている物質
も限定されており、また認可申請理由の事例から代替品が存在している物質が複数あり、自国産業界や
他国からの反対が少なく政策プロセスに反映しやすいと思われる物質が優先的に認可リストに登録さ
れている可能性が示唆された。一般的に「規制のハードルが高く、代替品もなく、社会が必要とする製
品」に関しては革新的なイノベーションが誘発される可能性が高いと考えられるが、REACH 規則の規
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制候補物質の選定プロセスでは当てはまらないと考えられる。一方でドイツとフランスにおいては自国
の化学産業の規模が大きいにも関わらず認可リストに収載される物質の多くを提案している。このこと
を説明する仮説としては①産業規模に比例して反対するような消費者団体や環境保護団体の規模が大
きい、②他国で安価に生産される化学品を規制することで欧州域内への流入を防ぎ、域内の企業の競争
力を維持させている、③積極的に自国産業にイノベーション創出の機会を提供している、などが考えら
れる。ここでは欧州 REACH 規則を事例として、環境規制のデザインをイノベーションの観点から考察
し政策実施の実態について調査を行った。規制の目的が各国の意図によって歪められている可能性が示
唆された。今後は、実際にどのような業界や国が制度によって裨益しているのかに注目し、事例研究を
行っていきたい。 
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